
公表資料

滋賀県立日野高等学校

ヒューマン系列生徒への
「介護職員初任者研修」について

①学校関連情報
（１）学校の名称・住所

日野高等学校のホームページを参照。

（２）養成研修の理念・学則
別添資料（様式第３号）を参照。

（３）研修施設、設備
別添資料（様式第６号、第１０号）を参照。

（４）日野高等学校の沿革

日野高等学校のホームページを参照。

②研修の概要
（１）養成研修の対象者

別添資料（様式第３号）を参照。
（２）研修のスケジュール（日程・期間・時間数）

別添資料（様式第４号－１）を参照。
（３）研修の定員、指導者

別添資料（様式第３号、第４号－１）を参照。
（４）研修までの流れ（募集や申込み）

別添資料（様式第３号）を参照。
（５）研修に必要な費用

別添資料（様式第３号）を参照。
（６）研修に当たっての留意事項・研修の特徴・受講者へのメッセージ

留意事項 ････ 学校の中での研修が大半ですが、実際の介護施設で実習を
行います。いい加減な気持ちや態度では実際の介護が必要
な高齢者の権利を侵すことにもなります。その場合には養
成研修を中止いたします。真剣な態度で研修に臨んでくだ
さい。

研修の特徴 ････ 他の養成機関と異なり、本校での研修は「学校の授業」を
中心として行います。従って教科書も授業で使うもので養
成にかかる費用が施設実習や外部講師の謝礼程度で、非常
に安価に行えます。

メッセージ ････ 福祉に対する社会的な要請は年々、大きくなっています。

特に介護を支える人材は専門的な知識や技術を備えた人物
が不足しています。その社会的なニーズに応えるのがこの
研修です。仕事に就かなくても、これからの日常生活や仕
事の中で、必ず役に立つのが「福祉の知識や技術」です。
日野高校で一緒に福祉を学びませんか？

（７）研修課程の責任者
別添資料（様式第３号）を参照。



③研修のカリキュラム
（１）科目別のシラバス

別添資料（様式第４号－２）を参照。
（２）科目別担当者

別添資料（様式第４号－１）を参照。

（３）各科目の特徴
別添資料（様式第４号－２）を参照。

（４）修了評価の方法、評価者、再履修等の基準
別添資料（様式第１１号）を参照。

④実習施設
（１）協力していただく実習機関の名称や住所など

別添資料（様式第６号）を参照。
（２）協力していただく実習機関の概要

実習を行う施設は介護老人福祉施設または介護老人保健施設です。つまり、自
宅で介護を受けることが困難な高齢者が自宅を離れ、自分の住まいとして生活
されている場が実習施設です。
各施設の介護保険事業等の詳細はそれぞれの施設や法人のホームページを参照

してください。
（３）協力していただく実習機関の実習担当者

別添資料（様式第６号）を参照。
（４）実習のプログラム内容やその特徴

別添資料（様式第４号－２）を参照。

（５）実習中の指導体制や内容
別添資料（様式第４号－２）を参照。

（６）協力していただく実習機関における延べ人数
白寿荘 もみじ 万葉の里 リ ス タ あ ケアセンタ ス キ ナ ヴ

すなろ ー蒲生野 ィラ水口

令和２年度 １０人 ８人 ４人 ６人 ６人 ６人
これまでの累積 ７６人 ６２人 ３２人 ４８人 ４２人 ４２人

⑤講師情報
（１）講師の名前・略歴・現職・資格等

鈴木紗織 ････ 大学卒業後、介護保健施設にて勤務。現在は、日野高等学校
で勤務。有する資格は高一種福祉の教員免許。

新谷いづみ････ 福祉系大学で社会福祉と教職を専攻。現在は、日野高等学校

で勤務。有する資格は高一種福祉の教員免許。
木下 桂 ････ 専門学校卒業後、公立甲賀病院の看護師として勤務。

有する資格は看護師免許。
大西 均 ････ 専門学校卒業後、彦根中央病院の理学療法士として勤務。

有する資格は理学療法士。

⑥実績情報
（１）過去の研修実施回数

８回
（２）研修延べ参加人数

３００人

⑦連絡先
（１）申込み・資料請求先

別添資料（様式第３号）を参照。
（２）学校の苦情対応者名・役職・連絡先

別添資料（様式第３号）を参照。



（様式第３号）
学 則

①申請者の住所 〒５２９－１６４２
・事業者名、電 滋賀県蒲生郡日野町上野田１５０
話 滋賀県立日野高等学校 ＴＥＬ：０７４８－５２－１２００
②県内の事業所 〒
の住所・事業所 同 上
名、電話 ※申し込み・資料請求先
③指定を受ける 日野高等学校介護職員初任者研修（通学）
研修事業の名称
④研修課程およ 介護職員初任者研修課程
び学習方法 ・通学方法

⑤開講の目的 福祉健康系列生徒の福祉に関する学習の深化と資格取得

⑥指令年月日等 令和３年３月１６日
（記入は通知後）滋賀県指令医福第５２５号

⑦受講資格 滋賀県立日野高等学校福祉健康系列の第二学年の生徒

⑧定 員 ４０名

⑨募集・研修 （募集）令和３年 ４月１２日 ～ 令和３年 ４月１３日
期間 （研修）令和３年 ４月１４日 ～ 令和４年 ３月３１日

※研修期間の初日は開校式の日を言う。
⑩研修カリキュ カリキュラム日程表（様式第４号－１）
ラム 研修区分表（様式第４号－２） を参照

⑪研修会場の 〒
名称、住所
・講義 申請者の住所・事業所名と同じ

・演習

⑫実習施設の 実施する（実習施設利用計画書 様式第６号 参照）
名称等

⑬使用テキスト テキスト
および通信添削 社会福祉基礎（実教出版）、介護福祉基礎（実教出版）
課題（出版社と 生活支援技術（実教出版）
名称等）
⑭受講手続きお 入学時の提出書類により本人確認を行い、本校の入学試験の合否に
よび本人確認の より選考する。
方法（選考方法
含む）
⑮受講料、テキ 受講料は授業の中での養成のため、不要。
スト代等および 但し、施設実習および外部講師に係る謝礼を学年費より徴収する。
支払い方法 テキスト代は２学年の他の教科書と一緒に購入する。教科書代は次
（受講料補助制 の通り（税込み）。社会福祉基礎（790円）、介護福祉基礎（650円）、
度含む。） 生活支援技術（710円）。

⑯解約条件およ 養成中に中途退学した場合は養成を中止（解約）とする。その際の
び返金の有無 返金は無し。
等



⑰欠席・遅刻・ 各授業に出席しなかった場合または各授業の２０分を経過した場合
早退・受講取 の遅刻・早退は欠課とする。また、２年次の福祉専門科目のすべて
消の取扱基準 を履修することを認定の要件とする。施設実習を行った場合の実習

指導者や学校の教員の指示を守れない場合には受講を取り消すこと
もある。

⑱研修修了の認 認定方法：修了を認定した者には修了証明書を交付する。
定方法、評価 評価方法と合格基準：様式第11号参照
方法と合格基
準

⑲補講の方法お 補講が必要な場合には養成期間内に実施する。その場合の補講料は
よび補講料 不要とする。

⑳募集の広報の 募集については１学年内の授業の中で説明する。中学校等に対して
方法 はホームページや説明会などを通じて広報する。

※広報は指定を受けてから行うこと。

○21情報公開の方 滋賀県立日野高等学校のホームページで情報公開する。
法(ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞｱ ホームページアドレスは
ﾄﾞﾚｽ等) http://www.hino-h.shiga-ec.ed.jp

○22受講者の個人 個人情報保護規程作成の有無（有）
情報の取扱

なお、修了者は県の管理する修了者名簿に記載される。
○23受講中の事故 授業の中での養成のため、授業に準じ、当該の保険や制度を適用す
等についての る。
対応

○24研修責任者名 校 長 太 田 義 人
と役職

○25課程編成責 福祉科主任 鈴 木 紗 織
任者名と役職

○26情報開示責任 福祉科主任 鈴 木 紗 織
者名、役職お
よび連絡先

○27苦情相談担当 【事業者】
者名、役職お 福祉科主任 鈴 木 紗 織
よび連絡先 【事業所】

福祉科主任 鈴 木 紗 織
○28事業所の研修
担当者名と連 福祉科主任 鈴 木 紗 織
絡先

○29その他研修に
関する事項

※情報開示責任者は、責任をもって常にホームページの開示内容を管理・更
新すること。

※「その他研修に関する事項」欄には、事業者において特に受講予定者に提
示すべき事項があれば記入すること。（求職者支援訓練等を含む。）



（様式第４号－１）

カ リ キ ュ ラ ム 日 程 表

○研修全体の期間：(令和3年4月14日～令和4年3月31日) 令和３年３月８日作成

研 修 日 時 時 科目番 号 講 師 名 講 師 要 件

月 日 曜 時分～時分 間 教科番号・教 科 名 資格

（ｈ）

４月 開校式 鈴木紗織 高校教員

一学期 ３ １ (1)多 様なサービスの理解 新谷いづみ･鈴木紗織 高校教員

３ １ ( 2 )介 護 職 の 仕 事 内 容 や 働 く 現 新谷いづみ･鈴木紗織 高校教員

場の理解

一学期 ３ ２ (1)人 権と尊厳を支える介護 新谷いづみ･鈴木紗織 高校教員

４ ２ ( 2 ) 自 立に向けた介護 新谷いづみ･鈴木紗織 高校教員

２ ２ ( 3 ) 人 権に関する基礎知識 新谷いづみ･鈴木紗織 高校教員

一学期 ２ ３(1 )介護職の役割、専門性と多職種 新谷いづみ･鈴木紗織 高校教員

との連携

２ ３(2)介護職の職業倫理 新谷いづみ･鈴木紗織 高校教員

一学期 ３ ５ ( 1 )介 護 に お け る コ ミ ュ ニ ケ ー 鈴木紗織 高校教員

ション

３ ５ ( 2 ) 介 護 に お け る チ ー ム の コ ミ 鈴木紗織 高校教員

ュニケーション

一学期 ３ ６(1 )老化に伴うこころとからだの変 新谷いづみ･鈴木紗織 高校教員

化と日常

３ ６(2)高齢者と健康 新谷いづみ･鈴木紗織 高校教員

一学期 ３ ９(1)介護の基本的な考え方 新谷いづみ･鈴木紗織 高校教員

４ ９(2 )介護に関するこころのしくみの 新谷いづみ･鈴木紗織 高校教員

基礎的理解

５ ９(3 )介護に関するからだのしくみの 新谷いづみ･鈴木紗織 高校教員

基礎的理解

一学期 ３ ９ (4)生活と家事 新谷いづみ･鈴木紗織 高校教員

５ ９(5)快適な居住環境整備と介護 新谷いづみ･鈴木紗織 高校教員

５ ９(6 )整容に関連したこころとからだ 新谷いづみ･鈴木紗織 高校教員

のしくみと自立に向けた介護

二学期 １ ８(1)障害の基礎的理解 新谷いづみ･鈴木紗織 高校教員

１ ８(2 )障害の医学的側面、生活障害、 新谷いづみ･鈴木紗織 高校教員

心理・行動の特徴、かかわり支援等

の基礎的知識

１ ８(3 )家族の心理、かかわり支援の理 新谷いづみ･鈴木紗織 高校教員

解

３ ４(3 )障害者総合支援制度およびその 鈴木紗織 高校教員

他制度

二学期 １ ７(1)認知症を取り巻く状況 新谷いづみ･鈴木紗織 高校教員

２ ７(2 )医学的側面から見た認知症の基 新谷いづみ･鈴木紗織 高校教員

礎と健康管理

２ ７(3 )認知症に伴うこころとからだの 新谷いづみ･鈴木紗織 高校教員

変化と日常生活

１ ７(4)家族への支援 新谷いづみ･鈴木紗織 高校教員

二学期 ６ ９(7 )移動・移乗に関連したこころと 新谷いづみ･鈴木紗織 高校教員

からだのしくみと自立に向けた介護

６ ９(8 )食事に関連したこころとからだ 新谷いづみ･鈴木紗織 高校教員

のしくみと自立に向けた介護



二学期 ７ ９(9 )入浴、清潔保持に関連したここ 新谷いづみ･鈴木紗織 高校教員

ろとからだのしくみと自立に向けた

介護

６ ９(1 0 )排泄に関連したこころとから 新谷いづみ･鈴木紗織 高校教員

だのしくみと自立に向けた介護

二学期 ７ ９ (13)施設実習 新谷いづみ･鈴木紗織 高校教員

二学期 ４ ４ (1)介護保険制度 鈴木紗織 高校教員

二学期 １ ８(1)障害の基礎的理解 新谷いづみ･鈴木紗織 高校教員

１ ８(2 )障害の医学的側面、生活障害、 新谷いづみ･鈴木紗織 高校教員

心理・行動の特徴、かかわり支援等

の基礎的知識

１ ８(3 )家族の心理、かかわり支援の理 新谷いづみ･鈴木紗織 高校教員

解

三学期 １ ３(3 )介護における安全の確保とリス 木下桂 看護師

クマネジメント

１ ３(4)介護職の安全 木下桂 看護師

２ ４ (2)医療との連携とリハビリテーシ 大西均・木下桂 理学療法士

ョン ・看護師

三学期 ４ ９(1 1 )睡眠に関連したこころとから 新谷いづみ･鈴木紗織 高校教員

だのしくみと自立に向けた介護

４ ９(1 2 )死にゆく人に関したこころと 新谷いづみ･鈴木紗織 高校教員

からだのしくみと終末期介護

三学期 ４ ９(14)介護過程の基礎的理解 新谷いづみ･鈴木紗織 高校教員

６ ９(15)総合生活支援技術演習 新谷いづみ･鈴木紗織 高校教員

三学期 ３ 10(1)振 り返り 鈴木紗織 高校教員

１ 1 0 ( 2 )就 業 へ の 備 え と 研 修 修 了 後 鈴木紗織 高校教員

に お け る 継 続 的 な 研 修

計 130 時間数内訳（通学 1 3 0 時 間 ）（ 通 信 0 時 間 ）

三学期 １ 修了評 価 筆 記 試 験

修了判定会議 鈴木紗織 高校教員

試験結果集計・採点・合否発表 新谷いづみ 高校教員

高校教員

三学期 修了式 鈴木紗織・ 高校教員

新谷いづみ 高校教員

※研修開始にあたっては、開講式・オリエンテーションを実施すること。

※科目番号・教科番号は、要綱の別紙２の科目・教科の番号を記入すること。

※通信学習の場合は、添削課題の提出期限日に通学と同様に記載すること。
※修了評価筆記試験日、修了判定会議日、不合格者への補講等を行う日（筆記
試験の実施でも可。）および修了式を含めて作成すること。なお、修了判定
会議の講師名も記載すること。



（様式第４号－２）

研 修 区 分 表

令和３年３月８日作成

科目・教科 研修時間 到達目標・講義の内容・演習の実施方法

通 通 実 計 実習実施内容・通信学習課題の概要等

学 信 習

１ 職務の理解 （６時間） ６ － － ６ 到達目標：これからの介護が目指すべき「その人の

生活」を居宅や施設で支えるための介護実践を行

う介護職の職務について具体的なイメージを持

ち、以降の研修に実践的に取り組めるようになる。

(1)多様なサービスの理解 ３ － － ３ 居宅における介護保険サービス

施設における介護保険サービス

介護保険以外のサービス

演習（時事資料等によるサービスの理解）

(2)介護職の仕事内容や働く現 ３ － － ３ 多様な介護の場における介護職の仕事

場の理解 介護サービス提供現場の具体的イメージ

サービス提供の一連の流れと多職種の連携

演習（ビデオ等を活用したグループワーク）

２ 介護における尊厳の保持・ ９ － － ９ 到達目標：利用者の「尊厳のある暮らし」とはどの

自立支援 （９時間） ようなものか、自立支援や介護予防の視点から考

えられるようになる。

(1)人権と尊厳を支える介護 ３ － － ３ 個人の尊厳とは

ＩＣＦ・ＱＯＬ・ノーマライゼーションの考え

虐待防止と個人を守る社会的制度

演習（ビデオ等を活用したグループワーク）

(2)自立に向けた介護 ４ － － ４ 自立と自律

残存能力の活用

介護予防の考え

(3)人権に関する基礎知識 ２ ― ― ２ 人権に関する基礎的な知識

同和問題等

演習（時事資料等による人権問題の理解）

３ 介護の基本 （６時間） ６ － － ６ 到達目標：介護職の専門性およびその職業倫理を理

解できる。特に対象者の個別性を理解した支援を

他者との連携により行える。

(1)介護職の役割、専門性と多 ２ － － ２ 介護の場における違い

職種との連携 介護の専門性

介護に関する専門職種

演習（ビデオ等を活用したグループワーク）

(2)介護職の職業倫理 ２ － － ２ 専門職の職業倫理

介護職の倫理

社会的責任とプライバシー保護

演習（職業倫理についてのグループワーク）

(3)介護における安全の確保と １ － － １ 介護現場における安全

リスクマネジメント 事故防止と安全対策

介護における感染症対策

(4)介護職の安全 １ － － １ 介護職の心身の健康管理と介護の質

ストレスへの対応

腰痛対策

手洗いの基本と感染症

４ 介護・福祉サービスの理解 ９ － － ９ 到達目標：介護保険制度や障害者総合支援制度の概

と医療との連携 （９時間） 要を把握し、サービス提供者としての役割や職責

を理解できる。



(1)介護保険制度 ４ － － ４ 介護保険制度の創設

介護保険制度の仕組み

介護保険制度の財源と事業者

演習（時事資料等を活用した制度の理解）

(2)医療との連携とリハビリテ ２ － － ２ 医療と介護

ーション 居宅や施設における看護と介護

リハビリテーションの理念

(3)障害者総合支援制度および ３ ― ― ３ 障害者福祉の理念

その他制度 障害者総合支援の仕組み

障害者の権利を守る制度

演習（時事資料等を活用した制度の理解）

５ 介護におけるコミュニケー ６ － － ６ 到達目標：専門職に求められるコミュニケーション

ション技術 （６時間） の意味を考え、対象者や他者とのコミュニケーシ

ョンのはかり方を理解する。

(1)介護におけるコミュニケー ３ － － ３ 介護におけるコミュニケーションの意義や目的等

ション コミュニケーションの具体的な技法

利用者や家族とのコミュニケーション

対象者に応じたコミュニケーション技術

演習（様々な状況に応じたコミュニケーション）

(2)介護におけるチームのコミ ３ － － ３ 介護における記録の意義

ュニケーション 介護における報告

チームのコミュニケーションの場

６ 老化の理解 （６時間） ６ － － ６ 到達目標：老化に伴う心身の変化を理解し、日常生

活おける留意点を考える。

(1)老化に伴うこころとからだ ３ － － ３ 老化に伴う心身の変化

の変化と日常 心身機能の低下と日常生活への影響

(2)高齢者と健康 ３ － － ３ 高齢者と疾病

高齢者に多い疾病と生活上の留意点

演習（ビデオ等を活用したグループワーク）

７ 認知症の理解 （６時間） ６ － － ６ 到達目標：介護において認知症を理解する必要性を

考え、その原因や症状を具体的に理解し、効果的

な援助ができる。

(1)認知症を取り巻く状況 １ － － １ パーソンセンタードケアとは

認知症ケアの留意点

演習（認知症についてのグループワーク）

(2)医学的側面から見た認知症 ２ － － ２ 認知症の定義

の基礎と健康管理 認知症の具体的症状

認知症に対する健康管理

認知症に対する薬物療法と薬

(3)認知症に伴うこころとから ２ － － ２ 認知症の人の生活困難

だの変化と日常生活 認知症利用者への対応

(4)家族への支援 １ － － １ 家族の認知症の受容

レスパイトケアとは

演習（時事資料等を活用したレスパイトケアの実際）

８ 障害の理解 （３時間） ３ － － ３ 到達目標：障害や障害福祉の理念をＩＣＦの視点か

ら考え、具体的な介護サービスのあり方を理解す

る。

(1)障害の基礎的理解 １ － － １ ＩＣＦによる障害の理解

障害者福祉の理念

(2)障害の医学的側面、生活障 １ － － １ 身体障害とは

害、心理・行動の特徴、かかわ 知的障害とは

り支援等の基礎的知識 精神障害とは

その他の障害



(3)家族の心理、かかわり支援 １ ― ― １ 家族の障害受容への支援

の理解 家族の介護負担の軽減

演習（時事資料等を活用しての家族の理解）

９ こころとからだのしくみと 68 － ７ ７５ 到達目標：人体の構造や機能を理解し、これを基に

生活支援技術 （７５時間） した安全で安心な介護を提供する具体的な方法を

習得する。

(1)介護の基本的な考え方 ３ － － ３ ＩＣＦの視点に基づく介護

法的根拠に基づく介護

演習（ビデオ等を活用したグループワーク）

(2)介護に関するこころのしく ４ － － ４ 学習・記憶に関する基礎知識

みの基礎的理解 感情と意欲

老化・障害の受容と適応

こころとからだの関係

(3)介護に関するからだのしく ５ － － ５ 人体に関する基礎知識

みの基礎的理解 ボディメカニクスの活用

神経系の理解と内部器官

利用者の観察

(4)生活と家事 ３ － － ３ 生活おける家事の理解

家事援助に関する知識と支援

(5)快適な居住環境整備と介護 ５ ― ― ５ 快適な住宅環境とは

高齢者と住宅環境

障害者と住宅環境

(6)整容に関連したこころとか ５ － － ５ 整容に関する基礎知識

らだのしくみと自立に向けた介 実習（洗顔・洗髪・爪切り等）

護 実習（衣服の脱着・衣服の選択等）

(7)移動・移乗に関連したここ ６ － － ６ 移動・移乗に関する基礎知識

ろとからだのしくみと自立に向 実習（杖や歩行器による移動）

けた介護 実習（車椅子の操作、体位変換等）

(8)食事に関連したこころとか ６ － － ６ 食事に関する基礎知識

らだのしくみと自立に向けた介 実習（片麻痺の利用者への介護）

護 実習（認知症の利用者への介護）

実習（視覚障害者への介護）

実習（口腔ケア等）

(9)入浴・清潔保持に関連した ７ － － ７ 入浴・清潔保持に関する基礎知識

こころとからだのしくみと自立 実習（座位がとれる場合の介護）

に向けた介護 実習（座位がとれない場合の介護）

実習（清拭等）

(10)排泄に関連したこころとか ６ － － ６ 排泄に関する基礎知識

らだのしくみと自立に向けた介 実習（トイレへの誘導）

護 実習（ポータブルトイレ）

実習（便器や尿器の使用等）

(11)睡眠に関連したこころとか ４ － － ４ 睡眠に関する基礎知識

らだのしくみと自立に向けた介 実習（足浴・マッサージ）

護 実習（ベッドメイク・環境整備）

実習（枕やクッションの使用方法等）

(12)死にゆく人に関連したここ ４ － － ４ 終末期ケアとは

ろとからだのしくみと終末期介 死に至る過程

護 臨終時の介護

演習（ビデオ等を活用したグループワーク）

(13)施設実習 － － ７ ７ 介護施設における介護実習

演習（実習の振り返り・まとめ）

(14)介護過程の基礎的理解 ４ － － ４ 介護過程の目的や意義

介護過程の具体的な展開

介護過程とチームアプローチ



(15)総合生活支援技術演習 ６ － － ６ 事例研究（提示された事例の分析・援助計画等）

実習（施設実習で得られた事例の検討）

実習（他の課題の事例の検討）

実習（各自の事例研究の発表）

評価（介護に関する基礎知識の理解度）

評価（介護に関する支援技術の習得状況）

10 振り返り （4時間） ４ － － ４ 研修全体を振り返り、学習内容の再確認を行う。ま

た、就業後も常に研鑽して自己の資質の向上を図る

ことが介護者には不可欠であることを理解する。

(1)振り返り ３ － － ３ 研修を通じて学んだこと

今後の自己の資質向上の必要性

学んだことと実際の介護

(2)就業への備えと研修修了後 １ － － １ 就業に向けた準備について

における継続的な研修 就業した後の自己研鑽の手段について

※記載内容は、要綱の別紙２の内容を網羅したものとすること。

※講義と演習は一体的に実施すること。なお、科目９の(6)から(11)および(15)の

実技演習は、実技内容等を記載すること。

※時間配分の下限は３０分単位とする。



（様式第６号）

実 習 施 設 利 用 計 画 書

○研修全体の期間：（令和3年4月14日～令和4年3月31日） 令和３年３月８日作成

人数・時間
施設種別 施 設 名 当初 現場 最終 施設等の

見学 実習 見学 実習指導者名

ｈ ７ｈ ｈ
特別養護老人ホーム 白寿荘

１ 西川 径

住所：滋賀県蒲生郡日野町松尾３５９ 人 15人 人
介護老人福祉施設 もみじ

２ 宮川こず恵

住所：滋賀県東近江市永源寺高野町４３１－２ 人 ８人 人
特別養護老人ホーム 万葉の里

３ 小西繁幸

住所：滋賀県蒲生郡竜王町山之上６３２ 人 ４人 人
介護老人保健施設 リスタあすなろ

４ 山口勇樹

住所：滋賀県蒲生郡日野町上野田２４６ 人 ９人 人
介護老人保健施設 ケアセンター蒲生野 福田淳一

５ 谷井裕美

住所：滋賀県東近江市桜川西町３４０ 人 ６人 人
介護老人保健施設 スキナヴィラ水口

６ 冨田典郎

住所：滋賀県甲賀市水口町本町２丁目２番４３号 人 ６人 人

７

住所： 人 人 人

８

住所： 人 人 人

９
住所： 人 人 人

10
住所： 人 人 人
実習人数合計

人 48人 人
募 集 定 員

人 40人 人
◎施設実習を実施する場合に作成すること。

※見学については研修事業者が決めた時間数を記載すること。

※施設種別欄には要綱別紙４の種別から記載すること。

※施設名欄には研修先の施設名と住所を記載すること。

※募集定員分以上の承諾を得ること。

※実習指導者は施設での実務経験が３年以上あること。



（様式第１０号）

演 習 使 用 備 品 一 覧 表

令和３年３月８日現在

区 分 台数 設置済・レンタル・その他の別 合計数

８ 設置済

① ベッド レンタル
８

その他（ ）

１ 設置済

② 簡易浴槽 レンタル
１

その他（ ）

４ 設置済

③ ポータブルトイレ レンタル
４

その他（ ）

１０ 設置済

④ 車椅子 レンタル
１０

その他（ ）

※①の備品は、受講者７名に１台以上あること。ただし、受講者６名に１台以上
あることが望ましい。

※②～④の備品は、適時揃えること。ただし、受講者８名に１台以上あることが
望ましい。

※その他消耗品等については、適宜定員分揃えること。



（様式第１１号）

研修修了の評価方法と合格基準

令和３年３月８日作成

１．出題範囲

２年次の養成研修を行う「社会福祉基礎」「介護福祉基礎」「生活支援技術」の
３つの科目の定期考査（１学期中間考査・期末考査、２学期中間考査・期末考査、
学年末考査）の試験問題のうち、養成研修課程のカリキュラムに該当する部分を

抜粋して試験範囲とする。
具体的な内容については、３月の学年末考査終了時以降に３つの各科目ごとに提
示する。

２．出題形式

上記の３科目の各定期考査の出題形式に準ずるが、選択式・記述式を併用
する。

３．出題数と配点方法

出題数は未定であるが、各科目の配点は概ね、
「社会福祉基礎」 ････ ３０点
「介護福祉基礎」 ････ ３５点
「生活支援技術」 ････ ３５点

とし、合計で１００点満点とする。

４．合否判定基準

１００点満点のうち「７０点以上を合格」とし、「７０点未満を不合格」
とする。

５．不合格になったときの対応方法

不合格になった場合、１時間以上補講を行い、その後に再評価を行う。
補講および再評価はすべて年度内（３月３１日まで）に行う。
補講および再評価にかかる費用は徴収しない。

※出題範囲：科目の範囲、テキストの範囲等を記載する。

※出題形式：選択式、記述式等形式を記載する。

※出題数と配点：出題形式の数とそれの配点（合計は１００点）を記載する。

※合否判定基準：基準点数を記載する。

※不合格対応：補講・再評価（いつ、時間数）を行うか。補講料・再評価料の

有無と金額等を記載すること。
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